
 
平成２７年１２月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                    

                                   頁 

議案第８５号 病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備 

に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

議案第８６号 亀山市職員定数条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

議案第８７号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・２２ 

議案第８８号 亀山市税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

議案第８９号 亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部 

を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

議案第９０号 亀山市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

議案第９１号 亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・４３ 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市情報公開条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業及び工業用

水道事業の管理者の権限を行う市長並びに消防長を含む。）、教育委員

会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評

価審査委員会、病院事業管理者

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業及び工業用

水道事業の管理者の権限を行う市長並びに消防長を含む。）、教育委員

会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評

価審査委員会及び議会をいう。         及び議会をいう。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市個人情報保護条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 
（１）及び（２）（略） 
（３）実施機関 市長（水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行

う市長並びに消防長を含む。）、教育委員会、監査委員、選挙管理委

員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業

管理者

（４）～（１０）（略） 
及び議会をいう。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 
（１）及び（２）（略） 
（３）実施機関 市長（水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行

う市長並びに消防長を含む。）、教育委員会、監査委員、選挙管理委

員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会      
    

（４）～（１０）（略） 
及び議会をいう。 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

（亀山市防災会議条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 ３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

 （６）病院事業管理者 

（７）～（１０）（略） （６）～（９）（略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

（亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、亀山市職員の旅費に関する

条例（平成１７年亀山市条例第４５号）別表の市長、副市長、教育長

及び病院事業管理者

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、亀山市職員の旅費に関する

条例（平成１７年亀山市条例第４５号）別表の市長、副市長

の項に規定する旅費に相当する額とし、その支給

については、同条例の規定を準用する。この場合において、同条例第

１２条第１項第３号中「規則で定める職員」とあるのは、「議長、副

議長及び議員」と読み替えるものとする。 

及び教育

長        の項に規定する旅費に相当する額とし、その支給

については、同条例の規定を準用する。この場合において、同条例第

１２条第１項第３号中「規則で定める職員」とあるのは、「議長、副

議長及び議員」と読み替えるものとする。 

３ （略） ３ （略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

（亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） 

旅費条例別表の市

長、副市長、教育長

及び病院事業管理者

の項に規定する旅費

に相当する額 

（略） （略） 

旅費条例別表の消防

長        

  の項に規定する

旅費に相当する額 

（略） （略） （略） 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） 

旅費条例別表の市

長、副市長及び教育

長        

の項に規定する旅費

に相当する額 

（略） （略） 

旅費条例別表の消防

長及び医療センター

院長の項に規定する

旅費に相当する額 

（略） （略） （略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第６条関係） 

（亀山市職員給与条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（給料表） （給料表） 

第４条 第４条 給料表は、別表のとおりとする。 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲

は、それぞれの給料表に定めるところによる。 

 （１）行政職給料表（一）（別表第１） 

 （２）医療職給料表（一）（別表第２） 

 （３）医療職給料表（二）（別表第３） 

 （４）医療職給料表（三）（別表第４） 

２ （略） ２ （略） 

（昇給の基準） （昇給の基準） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の規定により職員（次項に掲げる職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数

は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の

号給数を４号給（給料表における              職務

の級が７級以上である                     

                           

２ 前項の規定により職員（次項に掲げる職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数

は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の

号給数を４号給（

職員にあ

っては、３号給）とすることを標準として規則で定める基準に従い決

定するものとする。 

行政職給料表（一）の適用を受ける職員でその職務

の級が７級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職

員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあ

っては、３号給）とすることを標準として規則で定める基準に従い決

定するものとする。 
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３～６ （略） ３～６ （略） 

（再任用職員の給料月額） （再任用職員の給料月額） 

第８条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職

員」という。）の給料月額は、         

第８条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職

員」という。）の給料月額は、給料表の再任用職

員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額

とする。 

その者に適用される給料表の再任用職

員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額

とする。 

２ （略） ２ （略） 

（地域手当） （地域手当） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 第４条第１項第２号に規定する医療職給料表（一）の適用を受ける

職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及

び扶養手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た月額の地域

手当を支給する。 

（宿日直手当） （宿日直手当） 

第４１条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１日につき 

４，２０ ０円（                         

          規則で定めるその他の特殊な業務を主として行

う宿日直勤務にあっては、７，２００円

第４１条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１日につき 

）を超えない範囲内において市

長の定める額を宿日直手当として支給する。 

４，２０ ０円（入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直

勤務にあっては３万円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行

う宿日直勤務にあっては７，２００円 ）を超えない範囲内において市

長の定める額を宿日直手当として支給する。 

２ （略） ２ （略） 
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（期末手当） （期末手当） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 給料表における                       

     職務の級が３級以上である職員            

                               

                            

５ 

につい

ては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額

及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務

の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて１００分の２０を

超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第

２項の期末手当基礎額とする。 

第４条第１項第１号に規定する行政職給料表（一）の適用を受ける

職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに同表以外の各給料表

の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについ

ては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額

及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務

の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて１００分の２０を

超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第

２項の期末手当基礎額とする。 

６ （略） ６ （略） 

（特殊勤務手当の種類） （特殊勤務手当の種類） 

第４９条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 第４９条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

 （４）病院手当 

 （５）研究手当 

（支給額及び支給方法） （支給額及び支給方法） 

第５０条 特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ、

当該各号に定める額の範囲内において市長が定める。 

第５０条 特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ、

当該各号に定める額の範囲内において市長が定める。 
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（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

 （４）病院手当 １５，０００円 

 （５）研究手当 １，２５０，０００円 

２ 前項各号に掲げる     特殊勤務手当は、その月分を翌月の給

料の支給日に                         

     

２ 

支給する。 

前項第１号から第４号までの特殊勤務手当は、その月分を翌月の給

料の支給日に、前項第５号の特殊勤務手当は、その月分をその月の給

料の支給日に支給する。 

附 則 附 則 

（５５歳を超える職員の給与の減額） （５５歳を超える職員の給与の減額） 

１１ 平成３０年３月３１日までの間、職員（給料表における     

                               職

務の級が６級以上である職員（再任用職員を除く。）    

１１ 平成３０年３月３１日までの間、職員（

であって

その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下こ

の項及び次項において「特定職員」という。）に対する次に掲げる給与

の支給に当たっては、当該特定職員が５５歳に達した日後における最初

の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４

月１日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以

後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相

当する額を減ずる。 

次の表の給料表欄に掲げ

る給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職

務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって

その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下

この項及び次項において「特定職員」という。）に対する次に掲げる

給与の支給に当たっては、当該特定職員が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における

最初の４月１日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員とな

った日）以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に

定める額に相当する額を減ずる。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 
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 給料表 職務の級 

行政職給料表（一） ６級 

医療職給料表（二） ６級 

医療職給料表（三） ６級 
 

別表

行政職給料表（一） 

（第４条関係） 

（略） 

備考 この表は、第１１条に規定する職員以外   の職員に適用す

る。                   

別表第１

行政職給料表（一） 

（第４条関係） 

（略） 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用す

る。ただし、第１１条に規定する職員を除く。 

 

  

別表第２（第４条関係） 

 

医療職給料表（一） 

表（略） 

 

  

別表第３（第４条関係） 

 

医療職給料表（二） 

表（略） 

 

  

別表第４（第４条関係） 

 

医療職給料表（三） 

表（略）  
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第７条関係） 

（亀山市職員の旅費に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）職員 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者 （１）職員 市長、副市長並びに地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第

２項に規定する一般職の職員をいう。 

及び教育長        並びに地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第

２項に規定する一般職の職員をいう。 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 

別表(第12条､第13条､第15条-第18条関係) 別表(第12条､第13条､第15条-第18条関係) 

区分 
鉄道

賃 
船賃 

車賃 

(1キ ロ

メ ー ト

ル に つ

き) 

日当 

(1日につき) 宿泊料 

(1夜につ

き) 

食卓料 

(1夜につ

き) 

公用車を

利用した

場合 

左記以外

の場合 

普通

運賃 

市長､副市

長、教育長

及び病院事

業管理者 

2等 23円 2,400円 2,800円 13,000円 1,600円 

 

区分 
鉄道

賃 
船賃 

車賃 

( 1キロ

メ ー ト

ル に つ

き) 

日当 

(1日につき) 宿泊料 

(1夜につ

き) 

食卓料 

(1夜につ

き) 

公用車を

利用した

場合 

左記以外

の場合 

普通

運賃 

市長､副市

長及び教育

長 

2等 23円 2,400円 2,800円 13,000円 1,600円 
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普通

運賃 
消防長 2等 23円 2,000円 2,400円 12,000円 1,600円 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

備考 （略） 

普通

運賃 

消防長及び

医療センタ

ー院長 

2等 23円 2,000円 2,400円 12,000円 1,600円 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

備考 （略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第８条関係） 

（亀山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

亀山市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 亀山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

３８条第４項の規定に基づき、水道事業企業職員及び工業用水道事業

企業職員（以下「水道事業等企業職員」という。）

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

３８条第４項の規定に基づき、

の給与の種類及び基

準に関し必要な事項を定めるものとする。 

企業職員             

                      の給与の種類及び基

準に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給与の種類及び基準） （給与の種類及び基準） 

第２条 水道事業等企業職員 第２条 の給与の種類及び基準については、亀山市

職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号）の規定を準用する。 

企業職員     の給与の種類及び基準については、亀山市

職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号）の規定を準用する。 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第９条関係） 

（亀山市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（使用料等の納付の時期） （使用料等の納付の時期） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、入院患者に係るものにあっては毎

月１５日及び末日又は退院の日までに区分しそれぞれ病院事業管理者

（以下「管理者」という。）

２ 前項第１号の規定にかかわらず、入院患者に係るものにあっては毎

月１５日及び末日又は退院の日までに区分しそれぞれ

が指定する日までに、診療契約に係るも

のにあってはその契約に定められた日に納付しなければならない。 

市長     

             が指定する日までに、診療契約に係るも

のにあってはその契約に定められた日に納付しなければならない。 

３ 管理者 ３ は、前２項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める

ときは、使用料をその診療、処置等に係る月の末日に納付させること

ができる。 

市長 は、前２項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める

ときは、使用料をその診療、処置等に係る月の末日に納付させること

ができる。 

（使用料等の減免） （使用料等の減免） 

第４条 管理者 第４条 は、次に掲げる者については、使用料等を減額し、又は

免除することができる。 

市長 は、次に掲げる者については、使用料等を減額し、又は

免除することができる。 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

（委任） （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者 第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、が定める。 市長 が定める。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 使用料 １ 使用料 

区分 単位 金額 区分 単位 金額 
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（略）  （略） （略） 

特別な設備及び器具の

使用に係るもの 

  実費を基準として管理者

が定める額 
 

（略）  （略） （略） 

特別な設備及び器具

の使用に係るもの 

  実費を基準として市長 

が定める額 
 

２ （略） ２ （略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第１０条関係） 

（亀山市消防団条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定により支給する旅費の額は、団長にあっては亀山市職員

の旅費に関する条例（平成１７年亀山市条例第４５号）別表の消防長 

         

３ 前項の規定により支給する旅費の額は、団長にあっては亀山市職員

の旅費に関する条例（平成１７年亀山市条例第４５号）別表の消防長

の項に規定する旅費に相当する額、その他の団員

にあっては同表の上記以外の職員の項に規定する旅費に相当する額と

し、その支給については、同条例の規定を準用する。 

及

び医療センター院長の項に規定する旅費に相当する額、その他の団員

にあっては同表の上記以外の職員の項に規定する旅費に相当する額と

し、その支給については、同条例の規定を準用する。 

４ （略） ４ （略） 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第１１条関係） 

（亀山市まちづくり基本条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）執行機関 市長（水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行

う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査

委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者

（３）執行機関 市長（水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行

う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査

委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消

防長をいう。 

        及び消

防長をいう。 
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病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第１２条関係） 

（亀山市の私債権の管理に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（市長等 （の責務） 市長 の責務） 

第４条 市長及び病院事業管理者（以下「市長等」という。） 第４条 市長は、法令

又は条例若しくは規則の定めに従い、適切かつ効率的な市の私債権の

保全、取立て等に努めなければならない。 

                      は、法令

又は条例若しくは規則の定めに従い、適切かつ効率的な市の私債権の

保全、取立て等に努めなければならない。 

（台帳の整備） （台帳の整備） 

第５条 市長等 第５条 は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事

項を記載した台帳を整備しなければならない。 

市長 は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事

項を記載した台帳を整備しなければならない。 

（督促、強制執行等） （督促、強制執行等） 

第６条 市長等 第６条 は、市の私債権（法第２４０条第４項第３号から第８号

までに掲げる債権を除く。次条において同じ。）について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１７１

条から第１７１条の４までの規定の定めるところにより、その督促、

強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければ

ならない。 

市長 は、市の私債権（法第２４０条第４項第３号から第８号

までに掲げる債権を除く。次条において同じ。）について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１７１

条から第１７１条の４までの規定の定めるところにより、その督促、

強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければ

ならない。 

（徴収停止、履行期限の特約等） （徴収停止、履行期限の特約等） 

第７条 市長等

１７１条の７までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期

限の延長又は当該市の私債権に係る債務の免除をすることができる。 

は、市の私債権について、令第１７１条の５から第 第７条 市長 

１７１条の７までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期

限の延長又は当該市の私債権に係る債務の免除をすることができる。 

は、市の私債権について、令第１７１条の５から第 
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（放棄） （放棄） 

第８条 市長等 第８条 は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、当該市の私債権及びこれに係る既に発生した履行

の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。 

市長 は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、当該市の私債権及びこれに係る既に発生した履行

の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。 

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略） 

２ 市長は、市長等が ２ 市長は、前項の規定により市の私債権を放棄したときは、

これを議会に報告しなければならない。 

    前項の規定により市の私債権を放棄したときは、

これを議会に報告しなければならない。 
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亀山市職員定数条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第２００条第６

項、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２条第９項、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２１条及び第３１条第３項、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第２０条第２項並びに消防組織法（昭和２２年法律

第２２６号）第１１条第２項の規定に基づき、本市に常時勤務する 

                               

                               

            

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第２００条第６

項、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２条第９項、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２１条及び第３１条第３項、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第２０条第２項並びに消防組織法（昭和２２年法律

第２２６号）第１１条第２項の規定に基づき、

一般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除

く。以下同じ。）の定数に関し必要な事項を定めるものとする。 

市長、選挙管理委員会、

公平委員会及び農業委員会の事務部局、議会、監査委員及び教育委員

会の事務局、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関

並びに消防機関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除

く。以下同じ。）の定数に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）市長の事務部局の職員 （２）市長の事務部局の職員 ３３７人 ４３４人 

（３）地方公営企業の職員 （３）地方公営企業の事務部局の職員 １９人 

ア 水道事業（工業用水道事業を含む。）  １９人 

  イ 病院事業  １００人 
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（４）～（７）（略） （４）～（７）（略） 

（８）教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員  （８）教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員  

３７人 ４０人 

（９）及び（１０）（略） （９）及び（１０）（略） 

２ （略） ２ （略） 
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亀山市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副

市長、教育長及び病院事業管理者

第１条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長

の給料の額（以下「特別職報酬等の

額」という。）について審議するため、亀山市特別職報酬等審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

及び

副市長            の給料の額（以下「特別職報酬等の

額」という。）について審議するため、亀山市特別職報酬等審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 
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亀山市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市税条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（課税洩れ等に係る市税の取扱い） （課税洩れ等に係る市税の取扱い） 

第５条 （略） 

（徴収猶予に係る分割納付又は分割納入の方法及び通知） 

第５条の２ 

２ 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、その猶予に

係る金額をその猶予する期間内の各月（市長がやむを得ない事情がある

と認めるときは、その期間内の市長が指定する月。）に分割して納付、

又は納入させるものとする。 

３ 

市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項若し

くは第２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」

という。）又は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次

項及び第４項において「徴収の猶予期間の延長」という。）に係る市の

徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納

付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

第５条 （略） 

市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付

期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつ

きやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分

割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は
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納入金額を変更することができる。 

４ 

５ 

市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は

各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金

額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又

は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入

金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延

長を受けた者に通知しなければならない。 

市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、そ

の変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者

に通知しなければならない。 

（徴収猶予の申請手続等に関し条例で定める事項等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びそ

の該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入するこ

とができない事情の詳細 

（２）納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

（３）前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

（４）当該猶予を受けようとする期間 

（５）分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分

割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあって
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は、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期

限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。） 

（６）猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が

３月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲

げる担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であ

るときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考と

なるべき事項（担保を提供することができない特別の事情があるとき

は、その事情） 

（７）個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法

人番号 

２ 

（８）その他市長が必要と認める事項 

法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書

類とする。 

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる

書類 

（２）財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

（３）猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日

以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

（４）猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が

３月を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。

以下「令」という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その

他担保の提供に関し必要となる書類 
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３ 

（５）その他市長が必要と認める書類 

法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

（１）市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳

細 

４ 

（２）第１項第２号から第８号までに掲げる事項 

５ 

法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第

２項第２号から第５号までに掲げる書類とする。 

法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

（１）猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限

及び金額 

（２）猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することが

できないやむを得ない理由 

（３）猶予期間の延長を受けようとする期間 

６ 

（４）第１項第５号及び第８号までに掲げる事項 

７ 

法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号

及び第５号に掲げる書類とする。 

８ 

法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とす

る。 

法第１５条の２第９項第４号に規定する条例で定める場合は、市長が

徴収の猶予及び徴収の猶予期間の延長を受けようとする者の財産の状

況その他事情からみて猶予及び猶予期間の延長が適当でないと判断し
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た場合とする。 

（滞納することにより徴収猶予の取消しの事由となる当該徴収猶予に係

る徴収金以外の債権） 

第５条の４ 法第１５条の３第１項第４号に規定する条例で定める債権

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４０条第１項に規定す

る債権とする。 

（職権による換価の猶予） 

第５条の５ 

２ 

法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５

条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金

額（その納付又は納入を困難とする金額として令第６条の９の３で定め

る額を限度とする。）をその猶予する期間内の各月（市長がやむを得な

い事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月。）に分

割して納付、又は納入させるものとする。 

３ 

第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項に

おいて読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、

分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。 

法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

（１）第５条の３第２項第２号から第５号までに掲げる書類 

４ 

（２）分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

法第１５条の５の３第２項の規定において読み替えて準用する法第

１５条の３第１項第４号に規定する条例で定める債権は、地方自治法第

２４０条第１項に規定する債権とする。 
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（申請による換価の猶予） 

第５条の６ 

２ 

法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月

とする。 

３ 

法第１５条の６第２項に規定する条例で定める債権は、地方自治法第

２４０条第１項に規定する債権とする。 

４ 

法第１５条の６第２項に規定する条例で定める場合は、市長が換価の

猶予を受けようとする者の財産の状況その他事情からみて猶予が適当

でないと判断した場合とする。 

５ 

法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５

項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額（その納付又は

納入を困難とする金額として令第６条の９の３で定める額を限度とす

る。）をその猶予する期間内の各月（市長がやむを得ない事情があると

認めるときは、その期間内の市長が指定する月。）に分割して納付、又

は納入させるものとする。 

６ 

第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項に

おいて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納

付し、又は納入させる場合について準用する。 

法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

（１）市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又

は生活の維持が困難となる事情の詳細 

（２）第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号から第８号まで

に掲げる事項 
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７ 

（３）分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額 

８ 

法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類

は、第５条の３第２項第２号から第５号までに掲げる書類とする。 

法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

（１）第５条の３第１項第６号から第８号までに掲げる事項 

（２）第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

９ 

（３）第６項第３号に掲げる事項 

法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項

に規定する期間は、２０日とする。 

１０ 法第１５条の６の２第３項において読み替えて準用する法第１５

条の２第９項第４号に規定する場合は、市長が換価の猶予及び換価の猶

予期間の延長を受けようとする者の財産の状況その他事情からみて猶

予及び猶予期間の延長が適当でないと判断した場合とする。 

１１ 法第１５条の６の３第２項の規定において読み替えて準用する法

第１５条の３第１項第４号に規定する条例で定める債権は、地方自治法

第２４０条第１項に規定する債権とする。 

（担保を徴する必要がない場合） 

第５条の７ 法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額

が１００万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保

を徴することができない特別の事情がある場合とする。 

（公示送達） （公示送達） 
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第６条 法                           第６条 

第２０条の２の規定による公示送達は、亀山市公告式条例（平成１７

年亀山市条例第３号）別表に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

２０条の２の規定による公示送達は、亀山市公告式条例（平成１７年

亀山市条例第３号）別表に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令

                             

に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を

廃止したものを含む。

第４

７条

第１６条第２項の表の第１号において「人格の

ない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人

とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、地

方税法施行令(昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。)

に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を

廃止したものを含む。

第４

７条

第１６条第２項の表の第１号において「人格の

ない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人

とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。 
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亀山市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

第１条 亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条 亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

          

第２条第２号中「又は名称」を「（法人にあっては、事務所又は事業所

の所在地、名称及び法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５

項に規定する法人番号をいう。以下同じ。））（法人番号を有しない者にあ

っては、事務所又は事業所の所在地及び名称）」に改め、同条第３号中「又

は名称」を「（法人にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法

人番号）」に改める。 

第２６条第７項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税につ

いて同じ。）

第２６条第７項中「寮等の所在」の次に「、法人番号

」を加える。 

       

                                

                                

     」を加える。 

第６９条第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同

項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人

番号

第６９条第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同

項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人

番（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について
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同じ。） 号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称）」に改める。 

                                       
   （個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称）」に改める。 

第９６条第２項第２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人

番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（同法第

２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

第９６条第２項第２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人

番号をいう。

（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

       次条において同じ。）又は法人番号       
                               （個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

第１２５条第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）

第１２５条第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

                       
          （個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

第１３９条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人

番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

第１３９条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人

番号をいう。

（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地

            ）又は法人番号         
                        （個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及
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及び氏名又は名称）」に改める。 び氏名又は名称）」に改める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中亀山市税条例            （１）第１条中亀山市税条例第１７条第２項、

第２６条第７項、第２７条の３第４項、第４５条第２項各号、第６９

条第１項第１号、第７０条第１項第１号及び第２項第１号、第７８条

第２項第１号、第８３条第１項第１号、第８４条第１項第１号、第９

６条第２項第２号、第９７条第２項第１号、第１２５条第２項第１号

並びに第１３９条第１号の改正規定並びに附則第１８条第１項第１

号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第

６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号の改正規

定並びに次条第１項、第２項及び第４項、第３条第１項、第４条第１

項、第６条並びに第７条の規定 平成２８年１月１日 

第２条第２号及び第３号、第１７条第２項、

第２６条第７項、第２７条の３第４項、第４５条第２項各号、第６９

条第１項第１号、第７０条第１項第１号及び第２項第１号、第７８条

第２項第１号、第８３条第１項第１号、第８４条第１項第１号、第９

６条第２項第２号、第９７条第２項第１号、第１２５条第２項第１号

並びに第１３９条第１号の改正規定並びに附則第１８条第１項第１

号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第

６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号の改正規

定並びに次条第１項、第２項及び第４項、第３条第１項、第４条第１

項、第６条並びに第７条の規定 平成２８年１月１日 
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亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（行政サービスの制限の措置及びその対象となる市税等） （行政サービスの制限の措置及びその対象となる市税等） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の市税等は、市税及び次に掲げる市の歳入とする。 ２ 前項の市税等は、市税及び次に掲げる市の歳入とする。 

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７年亀山市条

例第３０号）に規定する利用者負担額等 

に規定する保育費用              

                   

（２）～（５）（略） （２）～（５）（略） 

 （６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７年亀山

市条例第２号）に規定する利用者負担額 
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亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（附則第２項関係） 

（亀山市産業振興条例の一部改正） 

改正後 改正前 

 （奨励措置対象事業者）  （奨励措置対象事業者） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳

入を滞納している事業者は、奨励措置対象事業者としないことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳

入を滞納している事業者は、奨励措置対象事業者としないことができる。 

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７年亀山市条

例第３０号）に規定する利用者負担額等 

に規定する保育費用              

                   

（２）～（５）（略） （２）～（５）（略） 

 （６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７年亀山

市条例第２号）に規定する利用者負担額 
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亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（附則第３項関係） 

（亀山市公共下水道条例の一部改正） 

改正後 改正前 

 （指定の基準）  （指定の基準） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、第８条第１項の指定の申請をした

者が市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納しているとき

は、同項の指定を行わないことができる。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、第８条第１項の指定の申請をした

者が市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納しているとき

は、同項の指定を行わないことができる。 

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７年亀山市条

例第３０号）に規定する利用者負担額等 

に規定する保育費用              

                   

（２）～（５）（略） （２）～（５）（略） 

 （６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７年亀山

市条例第２号）に規定する利用者負担額 
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亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（附則第４項関係） 

（亀山市営住宅条例の一部改正） 

改正後 改正前 

 （入居者の資格）  （入居者の資格） 

第６条 １ ～ ５ （略） 第６条 １ ～ ５ （略） 

６ 市長は、第１項各号（高齢者等にあっては、第１号及び第３号から第

６号まで）に掲げる条件を具備する者であっても、市町村税又は次の各

号のいずれかの市の歳入を滞納している者については、市営住宅に入居

させないことができる。 

６ 市長は、第１項各号（高齢者等にあっては、第１号及び第３号から第

６号まで）に掲げる条件を具備する者であっても、市町村税又は次の各

号のいずれかの市の歳入を滞納している者については、市営住宅に入居

させないことができる。 

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７年亀山市条

例第３０号）に規定する利用者負担額等 

に規定する保育費用              

                   

（２）～（４）（略） （２）～（４）（略） 

 （５）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７年亀山

市条例第２号）に規定する利用者負担額 
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亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（附則第５項関係） 

（亀山市子どもの出生祝金条例の一部改正） 

改正後 改正前 

 （対象者）  （対象者） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳

入を滞納している者は、対象者としないことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳

入を滞納している者は、対象者としないことができる。 

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７年亀

山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７年亀山市条

例第３０号）に規定する利用者負担額等 

に規定する保育費用              

                   

（２）～（５）（略） （２）～（５）（略） 

 （６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７年亀山

市条例第２号）に規定する利用者負担額 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係） 

証明等関係手数料 証明等関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～１８ （略）  （略） （略） 

１９ 住民基本台帳法

（昭和４２年法律第

８１号）第１１条の

２第１項の規定に基

づく住民基本台帳の

一部の写しの閲覧 

住民基本台帳の一部の

写しの閲覧手数料 

３００円 

２０ 住民基本台帳法

第１２条第１項、第

１２条の３第１項若

しくは第２項若しく

は第１２条の４第１

項の規定に基づく住

民票の写し又は同法

第２０条第１項、第

３項若しくは第４項 

住民票又は戸籍の附票

の写しの交付手数料 

３００円 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～１８ （略）  （略） （略） 

１９ 住民基本台帳法

（昭和４２年法律第

８１号）第１１条の

２第１項の規定に基

づく住民基本台帳の

一部の写しの閲覧 

住民基本台帳の一部の

写しの閲覧手数料 

２００円 

２０ 住民基本台帳法

第１２条第１項、第

１２条の３第１項若

しくは第２項若しく

は第１２条の４第１

項の規定に基づく住

民票の写し又は同法

第２０条第１項、第

３項若しくは第４項 

住民票又は戸籍の附票

の写しの交付手数料 

２００円 
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の規定に基づく戸籍

の附票の写しの交付 

  

２１ 住民基本台帳法

第１２条第１項又は

第１２条の３第１項

若しくは第２項の規

定に基づく住民票記

載事項証明書の交付 

住民票記載事項証明書

交付手数料 

３００円 

２２ 亀山市印鑑の登

録及び証明に関する

条例（平成１７年亀

山市条例第１０８号）

第７条第１項及び第

８条第３項の規定に

基づく印鑑登録証の

交付 

印鑑登録証の交付手数

料 

３００円 

２３ 亀山市印鑑の登

録及び証明に関する

条例第１１条の規定

に基づく印鑑登録証

明書の交付 

印鑑登録証明書の交付

手数料 

３００円 

２４ 認可地縁団体印

鑑登録証明書の交付 

認可地縁団体印鑑登録

証明書の交付手数料 

３００円 

の規定に基づく戸籍

の附票の写しの交付 

  

２１ 住民基本台帳法

第１２条第１項又は

第１２条の３第１項

若しくは第２項の規

定に基づく住民票記

載事項証明書の交付 

住民票記載事項証明書

交付手数料 

２００円 

２２ 亀山市印鑑の登

録及び証明に関する

条例（平成１７年亀

山市条例第１０８号）

第７条第１項及び第

８条第３項の規定に

基づく印鑑登録証の

交付 

印鑑登録証の交付手数

料 

２００円 

２３ 亀山市印鑑の登

録及び証明に関する

条例第１１条の規定

に基づく印鑑登録証

明書の交付 

印鑑登録証明書の交付

手数料 

２００円 

２４ 認可地縁団体印

鑑登録証明書の交付 

認可地縁団体印鑑登録

証明書の交付手数料 

２００円 
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２５ 火葬完了事項を

記載した死体埋火葬

許可証の再交付 

死体埋火葬許可証再交

付手数料 

３００円 

２６ 身分に関する証

明書の交付 

身分に関する証明書交

付手数料 

３００円 

２７ 地方税法（昭和

２５年法律第２２６

号）第３８２条の２

の規定に基づく固定

資産課税台帳の閲覧 

固定資産課税台帳の閲

覧手数料 

３００円 

２８ 公簿、公文書又

は図面の謄本又は抄

本の交付 

公簿、公文書又は図面

の謄本又は抄本の交付

手数料 

３００円 

２９ 規則で定める公

簿、公文書又は図面

の閲覧 

公簿、公文書又は図面

の閲覧手数料 

３００円 

３０ 租税公課に関す

る証明書の交付 

租税公課に関する証明

書交付手数料 

３００円 

３１ 資産に関する証

明書の交付 

固定資産に関する証明

書交付手数料 

３００円 

３２ 営業に関する証

明書の交付 

営業に関する証明書交

付手数料 

３００円 

３３及び３４ （略） （略） （略） 

２５ 火葬完了事項を

記載した死体埋火葬

許可証の再交付 

死体埋火葬許可証再交

付手数料 

２００円 

２６ 身分に関する証

明書の交付 

身分に関する証明書交

付手数料 

２００円 

２７ 地方税法（昭和

２５年法律第２２６

号）第３８２条の２

の規定に基づく固定

資産課税台帳の閲覧 

固定資産課税台帳の閲

覧手数料 

２００円 

２８ 公簿、公文書又

は図面の謄本又は抄

本の交付 

公簿、公文書又は図面

の謄本又は抄本の交付

手数料 

２００円 

２９ 規則で定める公

簿、公文書又は図面

の閲覧 

公簿、公文書又は図面

の閲覧手数料 

２００円 

３０ 租税公課に関す

る証明書の交付 

租税公課に関する証明

書交付手数料 

２００円 

３１ 資産に関する証

明書の交付 

固定資産に関する証明

書交付手数料 

２００円 

３２ 営業に関する証

明書の交付 

営業に関する証明書交

付手数料 

２００円 

３３及び３４ （略） （略） （略） 
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３５ 前各項以外の公

文書の証明 

その他の証明手数料 ３００円 

 

３５ 前各項以外の公

文書の証明 

その他の証明手数料 ２００円 

 

備考 （略） 備考 （略） 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が５２万円を超える場合においては、基礎課

税額は、５２万円

２ 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が

とする。 

５１万円を超える場合においては、基礎課

税額は、５１万円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が１７万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、１７万円

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が

とする。 

１６万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、１６万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保

険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であ

るものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が１６万円を超える場合においては、介

護納付金課税額は、１６万円

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保

険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であ

るものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が

とする。 

１４万円を超える場合においては、介

護納付金課税額は、１４万円とする。 
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（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５２

万円を超える場合には、５２万円）、同条第３項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

）の合

算額とする。 

５１

万円を超える場合には、５１万円）、同条第３項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１４万円を超える場合には、１４万円）の合

算額とする。 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表（附則第３項関係） 

（亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成２６年１月１日から、第２条の規定

は平成２９年１月１日から施行する。

１ この条例中第１条の規定は平成２６年１月１日から、第２条の規定

は平成２９年１月１日から施行する。 ただし、第２条中亀山市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例附則第１９項の改正規定（「配当

所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。）

は、平成２８年１月１日から施行する。 
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